
 P  ress  R  elease 
 報  道  関  係  者  各  位  令  和  ７  年  ５  ⽉  １  ５  ⽇ 

 選  挙  の  投  票  ⽴  会  ⼈  を  募  集  し  ま  す 

 〜  投  票  ⽴  会  ⼈  の  公  募  制  （登  録  制）  〜 

    舞  鶴  市  選  挙  管  理  委  員  会  で  は、  市  ⺠  の  皆  様  に  政  治  や  選  挙  に  関  ⼼  を  持っ  て  い  た  だ  き、  選 
 挙  を  よ  り  ⾝  近  な  も  の  に  感  じ  て  い  た  だ  く  た  め、  投  票  ⽴  会  ⼈  を  募  集  し  ま  す。 

 １  ．  投  票  ⽴  会  ⼈  と  は 
    投  票  ⽴  会  ⼈  は、  投  票  所  に  お  い  て  投  票  に  ⽴  ち  会  い、  選  挙  が  公  正  か  つ  適  正  に  ⾏  わ  れ  て  い  る  か  の  確  認  を  ⾏  う  ⼈ 
 の  こ  と  で  す。 
    （主  な  仕  事） 

 ●  投  票  所  の  開  閉  に  ⽴  ち  会  う  こ  と。 
 ●  投  票  開  始  前  に、  投  票  所  内  に  い  る  選  挙  ⼈  の  前  で  投  票  箱  を  開  き、  中  に  何  も  ⼊っ  て  い  な  い  こ  と  の  確  認  に  ⽴ 

 ち  合  う  こ  と  （期  ⽇  前  投  票  は  初  ⽇  の  み）。 
 ●  投  票  ⼿  続  き  の  全  般  に  つ  い  て  適  正  に  ⾏  わ  れ  て  い  る  か  ⽴  ち  合  う  こ  と。 

          （投  票  ⽤  紙  の  交  付、  投  票  箱  へ  の  投  函、  投  票  ⽤  紙  の  持  帰  り  が  な  い  か  な  ど  の  確  認）    
          な  ど 

      
 ２  ．  ⽴  会  場  所‧  時  間‧  報  酬       

          ※  投  票  所、  ⽴  会  時  間、  報  酬  は  変  更  に  な  る  場  合  が  あ  り  ま  す。  （報  酬  は  ⾷  事  代  含  む。  交  通  費  の  ⽀  給  な  し） 
          ※  投  票  ⽴  会  ⼈  は  ⾃  治  会  か  ら  も  推  薦  い  た  だ  き  ま  す  の  で、  ⾃  治  会  か  ら  の  推  薦  ⼈  数  や  期  ⽇  前  投  票  期  間、  登  録  ⼈  数  の  状  況 
          に  よっ  て  は、  希  望  に  添  え  な  い  場  合  が  あ  り  ま  す。 

                      舞  鶴  市  選  挙  管  理  委  員  会  事  務  局  （担  当  ：  多  ⽥、  村  尾） 

                〒  625-8555  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  （総  務  課  内） 

             TEL:0773-66-1044  、  FAX  ：  0773-62-5099 

    E-mail:senkan@city.maizuru.lg.jp 

 期  ⽇  前  投  票  場  所  ⽴  会  ⽇  ⽴  会  時  間  報  酬  （⽇  額） 

 舞  鶴  市  役  所 
 （本  庁、  ⻄  ⽀  所、  加  佐  分  室  ）  公  ⽰  （告  ⽰） 

 の  ⽇  の  翌  ⽇  か 
 ら  投  票  ⽇  の  前 
 ⽇  ま  で  の  期  間 
 中  の  任  意  の  ⽇ 

 ８  ：  ３  ０〜  ２  ０  ：  ０  ０  １  １  ，  ２  ０  ０  円 

 バ  ザー  ル  タ  ウ  ン  舞  鶴  ９  ：  ０  ０〜  １  ９  ：  ０  ０  ９  ，  ９  ４  ７  円 

 ショッ  ピ  ン  グ  セ  ン  ター 
 ら  ぽー  る  １  ０  ：  ０  ０〜  １  ９  ：  ０  ０  ９  ，  １  １  ３  円 

 当  ⽇  投  票  場  所  ⽴  会  ⽇  ⽴  会  時  間  報  酬  （⽇  額） 

 各  投  票  所 
 （市  内  ５  ８  か  所）  投  票  ⽇  当  ⽇  ７  ：  ０  ０〜  ２  ０  ：  ０  ０  １  １  ，  ７  ０  ０  円 



 P  ress  R  elease 
 ３  ．  応  募  資  格 

 ●  舞  鶴  市  在  住  で、  本  市  の  選  挙  ⼈  名  簿  に  登  録  さ  れ  て  お  り、  選  挙  権  を  有  す  る  ⽅ 
 ※  選  挙  ⼈  名  簿  に  登  録  さ  れ  る  の  は、  舞  鶴  市  に  住  所  を  持  つ  満  18  歳  以  上  の  ⽇  本  国  ⺠  で、  引  き  続  き  3  か  ⽉  以  上  舞  鶴  市  の 
 住  ⺠  基  本  台  帳  に  登  録  さ  れ  て  い  る  ⽅  （舞  鶴  市  に  住  ん  で  い  る  ⽅）  で  す。 

 ４  ．  応  募  ⽅  法 
    次  の  い  ず  れ  か  の  ⽅  法  に  よ  り  申  請  し  て  く  だ  さ  い。 
    ①  市  ホー  ム  ペー  ジ  か  ら  申  請  フォー  ム  を  送  信 
    ②  「投  票  ⽴  会  ⼈  登  録  申  請  書」  （別  紙）  を  記  ⼊  の  上、  持  参、  郵  送、  ファッ  ク  ス、  電  ⼦  メー  ル  の  い  ず  れ  か  の 
 ⽅  法  に  よ  り  下  記  ま  で  提  出 
   
    申     込     先  ：  舞  鶴  市  選  挙  管  理  委  員  会  （総  務  課  内） 
    住           所  ：  625-8555     京  都  府  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  番  地 
    電           話  ：  0773-66-1044 
    ファッ  ク  ス  ：  0773-62-5099 
    電  ⼦  メー  ル  ：  senkan@city.maizuru.lg.jp 

 ５  ．  募  集  期  間 
    随  時、  登  録  の  受  付  を  ⾏っ  て  お  り  ま  す。  た  だ  し、  直  近  の  選  挙  期  ⽇  ま  で  の  ⽇  数  に  余  裕  が  な  い  場  合  は、  次  回  選  挙 
 か  ら  の  登  録  と  さ  せ  て  い  た  だ  く  場  合  が  あ  り  ま  す。 

 ６  ．  注  意  事  項 
 ●  投  票  ⽴  会  ⼈  は  選  挙  ご  と  に  選  任  し  ま  す。  選  挙  前  に  な  り  ま  し  た  ら  名  簿  に  登  録  さ  れ  た  ⽅  に  可  否  等  の  確  認  を 

 ⾏  い  ま  す。 
 ●  登  録  は  本  ⼈  の  辞  退  の  申  出  が  な  い  限  り  継  続  し  ま  す。  た  だ  し、  市  外  へ  の  転  出  等  に  よ  り  舞  鶴  市  の  選  挙  ⼈  名 

 簿  か  ら  登  録  を  抹  消  さ  れ  た  場  合  は  取  り  消  し  ま  す。 
 ●  ⽴  会  時  間  中  は、  原  則  と  し  て  ⾷  事  及  び  ト  イ  レ  以  外  で  の  離  席  は  で  き  ま  せ  ん。 
 ●  所  属  党  派  の  有  無  を  お  聞  き  し  ま  す。                                                    

 ※  同  ⼀  の  政  党  そ  の  他  の  政  治  団  体  に  属  す  る  者  は、  ⼀  つ  の  投  票  区  に  お  い  て  ⼆  ⼈  以  上  を  投  票  ⽴  会  ⼈  に  選  任  が 
 で  き  な  い  た  め  （公  職  選  挙  法  第  38  条  第  4  項）。 

 ●  投  票  ⽴  会  ⼈  に  正  式  に  選  任  さ  れ  た  場  合、  病  気  や  事  故  そ  の  他  や  む  を  得  な  い  理  由  が  あ  る  場  合  を  除  き、  投  票 
 ⽴  会  ⼈  を  辞  職  す  る  こ  と  は  で  き  ま  せ  ん  （公  職  選  挙  法  第  38  条  第  5  項）。 

                      舞  鶴  市  選  挙  管  理  委  員  会  事  務  局  （担  当  ：  多  ⽥、  村  尾） 

                〒  625-8555  舞  鶴  市  字  北  吸  1044  （総  務  課  内） 

             TEL:0773-66-1044  、  FAX  ：  0773-62-5099 

    E-mail:senkan@city.maizuru.lg.jp 


